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令和７年１２月４日 

旅館業法施行条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （標識の設置等） 

第３条 法第３条第１項に規定する許可を受

けて旅館業を営もうとする者（以下「申請

予定者」という。）は、周辺住民等（旅館

業を営もうとする施設がある建物に係る敷

地及びその敷地からの距離が２０メートル

以内の土地に存する建物を所有する者、当

該建物に居住する者、当該建物を管理する

者等をいう。以下同じ。）に旅館業に係る

営業計画の周知を図るため、当該許可の申

請に先立って、墨田区規則（以下「規則」 

 という。）で定めるところにより、標識を

設置し、その旨を区長に届け出なければな

らない。ただし、現に旅館業の許可を受け

て営業している者の地位の承継及び名義変

更については、この限りでない。 

 

２ 〔略〕 

 （説明会の開催等） 

第４条 申請予定者は、規則で定めるところ

により、周辺住民等に対し、説明会の開催 

 又は戸別訪問（以下「説明会等」という。） 

 により旅館業に係る営業計画について説明

し、その内容を区長に報告しなければなら

ない。ただし、現に旅館業の許可を受けて

営業している者の地位の承継及び名義変更

については、この限りでない。 

２ 〔略〕 

 （宿泊者の衛生に必要な措置等の基準） 

第７条 法第４条第２項の規定による条例で

定める措置の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 現に旅館業が営まれている施設（以下

「営業施設」という。）については、次

の換気措置を講ずること。 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑵～⑿ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 法第３条第１項に規定する許可を受

けて旅館業を営もうとする者（以下「申請

予定者」という。）は、周辺住民等（旅館

業を営もうとする施設がある建物に係る敷

地及びその敷地に隣接し、又は近接（その

敷地からの距離がおおむね１０メートルの

範囲をいう。）する土地に存する建物を所

有し、又は建物に居住する住民等をいう。

以下同じ。）に旅館業に係る営業計画の周 

 知を図るため、当該許可の申請に先立って、 

 墨田区規則（以下「規則」という。）で定

めるところにより、標識を設置し、その旨 

 を区長に届け出なければならない。ただし、 

 現に旅館業の許可を受けて営業している者

の承継及び名義変更については、この限り

でない。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 申請予定者は、規則で定めるところ

により、周辺住民等に対し、説明会の開催 

 又は戸別訪問（以下「説明会等」という。） 

 により旅館業に係る営業計画について説明

し、その内容を区長に報告しなければなら

ない。ただし、現に旅館業の許可を受けて

営業している者の承継及び名義変更につい

ては、この限りでない。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔同左〕 

 

 ⑴ 旅館業の営業に係る施設（以下「営業

施設」という。）については、次の換気

措置を講ずること。 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑵～⑿ 〔略〕 



 （営業者の遵守事項） 

第９条 営業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 次条第１０号ただし書の管理事務所等

及び同号アの部屋には、事故の発生又は

営業施設から発生する騒音その他の事象

による周辺の生活環境の悪化（以下「生

活環境の悪化等」という。）を認識する

ことができるようにするため、営業時間

中に営業従事者を常駐させ、営業施設の

周辺の状況を常時確認すること。 

 （旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基

準） 

第１０条 旅館業法施行令（昭和３２年政令

第１５２号。以下「政令」という。）第１

条第１項第８号の条例で定める構造設備の

基準は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

 ⑽ 営業時間中に営業従事者が常駐するた

めの次の設備を設けること。ただし、生

活環境の悪化等を認識することができる

ように、規則で定める場所に管理事務所

等を設ける場合は、この限りでない。 

  ア 十分な広さを有し、客室を通らずに

出入りすることができる部屋 

  イ 客室外に設ける営業従事者が利用す

ることができる便所 

 （簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第１１条 政令第１条第２項第７号の条例で

定める構造設備の基準は、次のとおりとす

る。 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第９条 〔同左〕 

 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第１０条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴～⑼ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 適当な規模の玄関帳場若しくはフロン

ト又はこれに類する設備を設けること。

ただし、規則で定める基準に適合すると

きは、これらの設備を設けることは要し

ない。 



２ 〔略〕 

３ 前条第１号、第３号イ及びウ並びに第４

号から第１０号までの規定は、簡易宿所営

業の施設について準用する。 

２ 〔略〕 

３ 前条第３号イ及びウ並びに第４号から第

９号までの規定は、簡易宿所営業の施設に

ついて準用する。      

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用除外） 

２ この条例の施行の際、現に旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項

の規定による旅館業の営業の許可の申請がされている施設及び同項の規定による旅

館業の営業の許可を受けている施設については、この条例による改正後の第９条第

６号、第１０条第１０号並びに第１１条第３項の規定により準用する第１０条第１

号及び第１０号の規定は適用しない。 


